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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議   事   日   程       第 １ 号 

４月 30 日（木）10 時開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第３ 市長の提案事項に関する説明 

日程第４ 第 42号議案 専決処分の承認について（令和２年度武雄市一般会計補正

予算（第４回））（質疑・所管常任委員会付託省略・討論・

採決） 

日程第５ 第 43号議案 武雄市税条例の一部を改正する条例（質疑・所管常任委員

会付託省略・討論・採決） 

日程第６ 第 44号議案 令和２年度武雄市一般会計補正予算（第５回）（質疑・所

管常任委員会付託省略・討論・採決） 

日程第７ 第 45号議案 武雄市国民健康保険条例の一部を改正する条例（質疑・所

管常任委員会付託省略・討論・採決） 

日程第８ 第 46号議案 令和２年度武雄市国民健康保険特別会計補正予算（第１回

）（質疑・所管常任委員会付託省略・討論・採決） 

日程第９ 報告第６号 専決処分の報告について（質疑） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

開   会    10時 

○議長（山口昌宏君） 

皆さんおはようございます。ただいまより、令和２年４月武雄市議会臨時会を開会いたし

ます。 

これより直ちに本日の会議を開きます。 

市長から提出されました第 42 号議案から第 46 号議案までの５議案及び報告第６号を一括

上程いたします。 

それでは日程に基づき議事を進めます。 

日程第１ 会期の決定 

日程第１．会期の決定を議題といたします。 

本臨時会の会期等に関し、議会運営委員会に諮問しておりましたので、これに対する議会

運営委員長の答申を求めます。古川議会運営委員長 

○議会運営委員長（古川盛義君）〔登壇〕 

おはようございます。令和２年４月武雄市議会臨時会の招集に基づきまして、議長から諮

問がありましたので、本日議会運営委員会を開催し、協議いたしました結果について御報告

を申し上げます。 

議長から諮問がありました事項は、第１．付議事件について、第２．会期及び会期日程に
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ついて、第３．付議事件の委員会付託の要否について、以上３項目でございます。 

本臨時会におきまして審議すべき議案等は、ただいま議長から上程になりました、専決処

分の承認１件、条例議案２件、予算議案２件、報告事項１件の計６件でございます。 

以上につきまして協議いたしました結果、議案の審議順序につきましては議案番号順に行

い、いずれの議案も所管の常任委員会付託を省略し、即決して差し支えない旨、意見の一致

をみました。 

協議の結果、会期は本日 30 日の１日間が適当である旨、決定いたしました。 

答申は以上でございます。 

また、議場における新型コロナウイルス感染対策について、協議の結果、３密を防ぐため、

今臨時会に限り議席の配置を調整し、各議員の間隔を広くとるよう変更することといたしま

した。 

また、議場内に加湿空気清浄機を５台配置して議場を加湿し、ウイルスの浮遊を少しでも

減少させることで感染リスクの減少を図ることといたしました。 

以上であります。 

○議長（山口昌宏君） 

お諮りいたします。会期の決定につきましては、ただいまの議会運営委員長の答申のとお

り、本日 30 日の１日間と決定いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日 30 日の１日間と決定しました。 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第２．会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、武雄市議会会議規則第 88 条の規定により、２番豊村議員、６番吉原

議員、９番吉川議員の以上３名を指名いたします。 

日程第３ 市長の提案事項に関する説明 

日程第３．市長の提案事項に関する説明を求めます。小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

おはようございます。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令

され、本市内におきましても、新型コロナウイルス感染症の新たな感染者が確認されており、

さらなる感染防止対策の強化を図っているところであります。 

この間、市民の皆様には、手洗いや消毒、不要不急の外出の自粛など、感染予防に御協力

いただき感謝申し上げます。 

また、議会の皆様におかれましても、市民の命と健康を守るため、日々御尽力いただいて

おりますことを深く感謝申し上げます。引き続きの御協力をどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
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さて、令和２年４月武雄市議会臨時会の開会に当たり、提案いたしました議案について、

その概要を御説明申し上げます。 

まず、承認議案について御説明いたします。 

「専決処分の承認について」でございますが、新型コロナウイルス感染症による影響が大

きい事業者を支援するための経済対策として、緊急に決定を要した「令和２年度武雄市一般

会計補正予算（第４回）」について、専決処分を行いましたので、承認をお願いするものでご

ざいます。 

次に、条例議案について御説明いたします。 

「武雄市税条例の一部を改正する条例」は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策とし

て税制上の措置を講ずるため、地方税法が一部改正されたことに伴い、条例改正を行うもの

でございます。 

続いて、予算議案「令和２年度武雄市一般会計補正予算（第５回）」について御説明いた

します。 

本市独自の取り組みといたしまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療崩

壊を防ぐために、市内医療機関や、福祉施設へ１施設当たり 10 万円を給付するための経費や、

感染症の影響を受け、休業や失業等により生活資金に困られている世帯の日常生活の維持の

ために、１世帯当たり上限５万円を給付するための経費をお願いするものでございます。 

あわせて、国が決定した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による家計への支援とし

て、１人当たり 10 万円の特別定額給付金や、子育て世帯に対し対象児童１人当たり１万円の

臨時特別給付金を支給するための経費をお願いするものでございます。 

このほか、１件の専決処分について御報告をいたしております。 

また、本日、条例議案１件、予算議案１件を追加告示をして提案いたしております。詳細

につきましては、御審議の際に補足させていただきたいと存じます。よろしく御審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（山口昌宏君） 

これより審議を開始いたします。 

日程第４ 第 42 号議案 

日程第４．第 42 号議案 専決処分の承認についてを議題といたします。 

提出者からの補足説明を求めます。山﨑総務部長 

○山﨑総務部長〔登壇〕 

おはようございます。第 42 号議案 専決処分の承認について補足説明申し上げます。 

「令和２年度武雄市一般会計補正予算（第４回）」を専決処分いたしましたので、その内

容について御説明申し上げます。 

この補正予算は、新型コロナウイルス感染症による影響が大きい商工業者等を支援するた
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めの経済対策について、迅速に対応すべく４月 20 日に専決処分いたしたものであります。 

補正予算書の１ページをごらんください。 

第１条歳入歳出予算の補正では、歳入歳出それぞれ１億 3,600 万円を追加し、補正後の総

額を歳入歳出それぞれ 251 億 8,305 万 6,000 円とするものでございます。 

予算説明書の（４）ページをごらんください。 

７款．商工費では、市内事業者の事業の継続、資金繰りの支援を行う「武雄市緊急つなぎ

給付金」の支給や、市内飲食店の支援として弁当等の価格の一部を補助する「タケオテイク

アウト助成」を行うため、事業を実施する武雄地域雇用創造協議会に対し補助金を計上いた

しております。 

予算説明書の（３）ページをごらんください。 

歳入につきましては、合併振興基金により財源の調整をいたしております。 

以上で補足説明を終わります。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山口昌宏君） 

第 42 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑通告があっておりますので、まず、これを許可いたします。12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

42 号議案について質問をいたします。 

歳入で説明書の（３）ページ、合併振興基金の繰り入れということで今、御説明をいただ

きましたけれども、前回の臨時会の折、第 38 号議案では財政調整基金からの繰り入れ、後ほ

どまた議案のときにお尋ねしますけれども、44 号議案でも財政調整基金からの繰り入れをさ

れております。 

この議案では、合併振興基金繰入金のこの合併振興基金の性質といいますか、この基金の

目的についてどういうものになっているのかお尋ねします。 

基金の目的と合致するのか、この繰り入れがですね。また、基金の目的があって一時的な

活用なのか、取り崩しなのかですね。 

次に、歳出では（４）ページ、武雄市地域雇用創造協議会補助金についてですが、事業の

内容としてどのように精査をされたのか。 

まず、このいただいた資料によれば、国の基準に従っているような感じをしているんです

けど、この事業内容が補助金としてこぼれた方、こぼれる方もいられると思うんです。この

事業の対象にならない方。そういう方への支援等についてはどのように考えておられるのか。 

このつなぎ資金とテイクアウトについて、１億 3,600 万のこの積算の根拠、そして、あと

先ほども説明にありました、経済対策ということで打ち出されておりますけれども、経済対

策と経済支援についての違いをお尋ねいたします。 

○議長（山口昌宏君） 
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庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

おはようございます。議員御質問の目的と申しますか、合併振興基金の目的といたしまし

ては、武雄市合併振興基金条例第１条におきまして、市民の連携の強化及び均衡あるまちづ

くりの振興を図る事業を推進するために、この基金を設置するものとしておりますので、今

回の目的に沿うものと考えている次第でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

おはようございます。議員御質問のまず、補助の対象となる積算の根拠でございます。 

まず、最初に聞かれた部分は多分、武雄市のつなぎ給付金の部分だと思います。 

この積算の根拠でございますが、まず、つなぎ給付金につきましては、武雄市地域雇用創

造協議会への補助として１億 600 万円を給付させていただいております。 

これにつきましては、市内の法人、また、個人事業主、すべての方、すべての事業者につ

きましては、合計で 2,300 社ほどございます。 

この部分につきまして、積算時点で現在セーフティーネットの融資申し込みがございます。

この申込数を参考にいたしまして、この全体の約 20％の 460 社程度ということで積算をして

いるところでございます。 

それと、対象にならない部分ということで、国が出されている部分でいきますと、前年の

対比ができない部分については対象にならないということで、この部分につきましては、武

雄市といたしましては新規店舗等が考えられるところでございます。 

これにつきましては、融資の際の経営計画等がございますので、その計画書等を参考にさ

せていただきまして、実際の収入との差等を確認しながら、できるだけ対応をさせていただ

きたいというふうに考えているところでございます。 

それと、テイクアウトのほうの積算の根拠でございますが、まず、この事業費につきまし

ては、2,850 万円を武雄市地域雇用創造協議会補助金として出しております。 

この中身といたしましては、ランチ等のお弁当等につきまして 500 円を上限に 50％の割引

を行うものでございます。また、大皿のおかず盛り合わせ等の分につきましては、3,000 円

以上の品につきまして、定額の 1,000 円の補助を行うというものでございます。 

根拠につきましては、ランチ、いわゆる 500 円を上限とした補助につきましては、約３万

8,000 食で、プレート等につきましては約 9,500 食の合計４万 7,500 食当たり、これは１日

ランチは１店舗 10 食程度、大皿が５食程度というふうな考えでございます。それで、４万

7,500 食程度をもとに積算をしているところでございます。 

それと、経済対策と経済支援の違いということでございますけれども、意味合いとしては
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同じものというふうに私どもは捉えております。 

○議長（山口昌宏君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

今言われた、その 50％のつなぎ給付金が、50％の減少が見込まれた場合に対象となるとい

うことですけれども、我々アンケートを取ったりしていろんな声を聞いた中で、やはり国も

50％減、そこから、45％減の場合は漏れるわけですよね。 

そういうところのつなぎをやってほしいという声もかなりあって、今回、武雄もスピーデ

ィーにこの政策、事業を打ち出されて、非常に助かる方もいらっしゃると思いますけれども、

今回、漏れる方にもぜひ目を当てていただいて、武雄市としてはこれを、限られた財源の中、

十分ではないと考えられていると思いますけれども、このこぼれた方に目を当てていくため

にも、これで終わるのか、２弾、３弾があるのか、その辺考えておられるのか、議論された

のか、その辺お願いいたします。 

それと、テイクアウト等、今頑張ってやられておりますけれども、やはり感染防止のため、

屋内での販売等あればリスクが高まっていく、そういうところの注意とか、注意喚起とかそ

の辺やられているのかお尋ねします。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

経済対策について、この後の第３弾等についてでございますが、今後、国の状況等、動き

等を見ながら考えていきたいと思っております。 

現時点では未定でございますが、状況等を見ながら、即時対応をしていきたいと考えてお

ります。 

それと、テイクアウトの感染予防につきましては、国内のホテル等の取り組み等を事例に

いたしまして、スペースの取り方、消毒、また、接客等について、これについては再三、加

盟されている事業者様にはお願いをしているところでございます。 

○議長（山口昌宏君） 

ほかにございませんか。 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

池田議員からも質問されましたので、第１項目の趣旨は一緒なんですが、合併振興基金を

繰り入れ、先ほど部長申されましたように、合併振興基金は説明のとおり市民の連携の強化

及び均衡あるまちづくりの振興を図る事業を推進するため、設置すると。 

間違いはないんですけど、表題が示しているように、武雄市合併振興基金条例なんですよ
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ね。 

だから、この趣旨が目的のときは、合併したことによってソフト事業に運用していくとい

う説明だったと思いますが、本来、先ほど池田議員から言われたように、財政のやりくりす

る上で武雄市財政調整基金条例の処分のところを見ますと、６項目あるわけですけど、１番

目は経済事情、２番目は災害により生じた経費の財源、３番目、緊急に実施することが必要

になったもの、土木事業等ですね。 

４番目も、５番目、６番目あるんですけど、本来これは財政調整基金を取り崩して行う補

正予算、財源のやりくりだと思うんですけど、なぜ合併振興基金にあえてしてあるか趣旨を

説明いただければ。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

合併振興基金を使ったという理由でございますけど、今回の事業におきましては、市内全

域の事業者を対象としました持続化給付金つなぎ資金、あるいはテイクアウト補助というこ

とでございますので、合併振興基金を活用させていただいたということでございます。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

持続化給付金、ちょっと理解できないから質問ですけど、この歳入について、国からの財

源補填等あるんですかね。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

武雄市のつなぎ給付金につきましては、単費でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

池田議員が指摘されましたように、私もその 50％というのが、普通つなぎといえば、次に

続けるのであれば、30％でもその辺が一番苦しいところじゃないかなと思うんです。 

それで、結局その財源を武雄市単独ということであれば、国の動向を見るとか何とかじゃ

なくて、市のお金だから市で決断すればいいだけの話だと思いますけれども、その辺につい

て市単独だからできるんじゃないだろうかと、国を見なくてもいいんじゃないだろうかとい

うのが１点です。 

もう一つは、創造協議会の補助金ということでここに上がっております。 
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だから、ここは、議会でこの内容を言っていいものなのかどうなのかよくわからないんで

すけども、創造協議会の中でどういう政策をするとか、そういうのが会議をされて、話し合

われているのかなというところが２点目です。 

３点目は、結局テイクアウトはあるんですけれども、ネット環境にない人は全く外に出な

いので、そののぼり旗を見ることもないですし、全くわからないですよね。だから、利用し

ている人は物すごい毎日利用しているんですけども、わからない人は全くわからないと。特

に高齢者はわからないと。そこに対する対策についてはどういうふうに考えているかお聞き

します。 

その３点です。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

つなぎ給付金の制度についてでございます。 

これにつきましては、国が今、出されております持続化給付金につきましての給付までの

間を、少しでも早く市民の皆様方、市の事業者の皆様方へ出したいということで、今回出し

たものでございます。 

ただ、幅広く出す中でも一定のルールというものは必要でございますので、これにつきま

しては国の方法と、要件等を参考にさせていただいたということでございます。 

それと、雇用創造協議会についてでございますが、この雇用創造協議会は、商工会議所、

商工会、観光協会、ＪＡ、そして武雄市の５団体からなる協議会でございます。 

この事務局につきましては、市の商工観光課内にございますが、この中の補助金交付要綱

の中に、地域経済の活性化にある雇用創出事業に要する経費というということで、補助金が

出される、補助金交付がされるようになっておりますので、これをもとに今回、支出をして

いるということでございます。 

会議自体は集まってやっているということではございません。 

最後に、テイクアウトの部分でございます。 

テイクアウトにつきましては、当然ネット環境だけではなく、市の広報、また、テレビ等

を活用して、できるだけ皆様に多く伝わるように、鋭意努力をしているところでございます。 

以上です。 

○議長（山口昌宏君） 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

ちょっと私もよくわからないので、国のお金が来るまでにつなぎで武雄市が払っておいて、

国が来たらその分を武雄市が取りますということなんですかね。 
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そこがちょっと、よくわからないとですよね。国が来るまでという意味がですね、それが

１点ですね。 

それと、創造協議会に補助金をやることはいいとですよ。 

ただ、私が言いたいのは、みんなで話し合った政策になっているのか、創造協議会の会員

がみんなで話し合った政策になっているのか、武雄市から言ったのをただ受けてさせている

だけじゃないのか、意見が集まっていないんじゃないだろうかというのを２点目に言ってい

ます。 

３点目も、広報でしていると言われますけども、実態は今のところそうではないから、ネ

ットに出ている店の一覧表ぐらいは出さないと、どこにあるか、旗を見てずっと回っては、

ちょっとなかなか厳しいかなというふうに思いますけども。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

まず、給付金につきましてでございます。 

給付金につきましては、今のところ国の予算化がまだの状態で、このままいくと、あと一

月ほどかかるという中で、それまでの間も非常に苦しまれる、非常に困っていらっしゃる事

業者さんがいらっしゃるということで、その間の費用として市のほうで支出するものでござ

いまして、国から出されてそれを回収するとかという類いのものではございません。（発言す

る者あり） 

○議長（山口昌宏君） 

静かに。 

○古賀営業部長（続） 

そして、雇用協議会です。 

実際に会議等を行っているものではございませんが、補助金、これは武雄市の地域雇用創

造協議会の補助金交付要綱に中にのっとってやっておりますので、皆様方、当然これについ

ては御理解して、内容についても御理解されているという中で、当然、御連絡等はさせてお

りますけれども、そういう御理解の中で活用させていただいておるということでございます。 

３番目のテイクアウトにつきましては、先ほど議員が言われた部分につきましても参考に

させていただき、今後広く周知できるように考えていきたいと考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

17 番川原議員 

○17番（川原千秋君）〔登壇〕 

テイクアウトの件で、１点だけお伺いしたいのですが、今、テイクアウトのチラシがあり

ますが、この割引例というのがありまして、これは 1,000 円までのお弁当が半額、それから
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2,999 円までのお弁当、おかず 500 円引き、3,000 円以上のオードブル等が 1,000 円引きとい

うふうになっております。 

その中で、例えば 1,000 円までのお弁当、おかず、この半額というのは、例えば１個だけ

半額になるのか。例えば３個買うときに、１個だけ半額になるのかどうか、そのあたりをお

願いしたいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

テイクアウトの利用につきましては、お一人様１回の利用につき１品のみということで割

引をさせていただいております。 

○議長（山口昌宏君） 

17 番川原議員 

○17番（川原千秋君）〔登壇〕 

１品のみということになれば、例えば１人行って１個しか買えないということになるわけ

ですね。 

今、学校も休み、子どもたちも家におるわけですね。例えばその子たちも買いたいという

ことになれば、全部連れて行って１人ずつ買わないかんという形になるわけですよ、この半

額という部分を使うということになれば。だから、ちょっとわかりづらいところがあるんで

すよね。 

だから、結局、家からなるだけ出るなと言いながら、例えば半額のお弁当、800 円の弁当

を 400 円で買えるとなれば、お父さんだけ行って４個買うわけにもいかんわけでしょう。１

個だけしか半額にならんからですね。 

だから、そのあたりが何かこうわかりにくいなということなんですけど、そのあたりどう

いうお考えでありますか。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

今、議員からおっしゃられたような御意見については、確かに私どものほうにも届いてお

るところでございます。 

これにつきましては、事業者様と協議もさせていただきながら、改善していきたいと。 

ただ、あくまでもこれは補助金等交付金を使っているものでございまして、いわゆる不正

受給等を防止する対策の一つでもございますので、そこを勘案しながら考えていきたいと考

えております。 

○議長（山口昌宏君） 
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17 番川原議員 

○17番（川原千秋君）〔登壇〕 

本当にわかりづらいところがありますので、ぜひわかりやすくやっていただければと思い

ます。 

終わります。 

○議長（山口昌宏君） 

答弁要りませんね。 

〔17 番「いいです」〕 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

先ほど営業部長のほうが答弁され、単費、市費だという答弁で、基金繰り入れの、いわゆ

る趣旨について再度答弁ありませんでしたが、先ほどの、いわゆる国の交付金はないと言い

ながら、一月後の話を営業部長されたんですけど、その説明はどういう趣旨ですか。 

それで、私は、もしも今後このことが、終息が本当にまだ見通しが生まれていない状況の

もとで、こういう措置のときにやっぱり繰り入れするのは財政調整基金だと、一貫して私は

思います。 

それは、趣旨がやっぱりそれをちゃんと基金条例に、財政調整基金条例にとっているわけ

ですから、合併振興基金はあくまでも、いわゆる合併によるハードでなくて、ソフトの事業

のための基金の積み立てですよ。 

だから、あくまでも、単費をこういう形で、１億 3,600 万ですよ。それはやっぱり大きな

多額のお金ですから、財政調整基金を取り崩すというのが趣旨だというのを押さえてほしい

と思います。 

そこで質問ですが、法人事業者の内訳 2,300 社と言われましたが、この内容の資料はあり

ますか。2,300 社の、法人事業者それぞれの種別ごとといいますか、2,300 社のいろんな業界

かれこれあると思いますので、説明できればちょっと御説明願いたいし、この基金の趣旨の

運用について、再度お願いします。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

事業者についてでございます。 

法人、中小企業につきましては 1,250 社、個人事業主につきましては 1,050 社でございま

す。 

この数につきましては、納税等の資料による数しかわかりません。個別の資料等について

は、私どもで閲覧することはできません。 
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○議長（山口昌宏君） 

ほかにございませんか。 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

非常にスピーディーにやっていただいて、市内の業者さん助かっていると思います。 

そういう中で、先ほどの質問と一緒なんですけども、１億 600 万円がつなぎ給付金、もち

ろん先ほど説明されたように国が来るまで、それまで生き延びなさい、頑張りなさいという

意味でのつなぎ給付金だと理解していますし、そう思っています。 

そのつなぎ給付金なんですけども、１億 600 万、2,300 社、そして個人もオーケーという

ことだったですよね。個人、フリーランスもオーケーということだったんですけども、１億

600 万で足りるのかという、そういう計算ですね。 

例えば 2,300 社ですけども、これは 50％縛りということで、それはもうどこかで線引きし

なきゃいけない。55％にしたら 56％の人はどうなるか、54％の人はどうなるかとなりますの

で線引きしなきゃいけないんですけども、50％縛りということは、３月の時点で 50％以下の

人はもうすぐ出せますよね。セーフティーネットを使った計算と言われましたから。 

例えばきょう４月の末ですよね、４月の末。４月が売り上げ落ちていると思うんですよ。

これはもう４月が 50％以下っていうところは多いと思います。 

だから、これで足りるのか、足りない場合はどういうふうに市長は指示を出しているのか、

その辺をどういうふうに市民の要望に対応していこうと思っているのか。 

多分ですね、５月１日ぐらいに４月で締めた分ってどばっと来ると思います、５月以降が。

ですから、そういうのでどのように考えていらっしゃるのかというのが１点目。 

２点目は、先ほどのテイクアウトですね。それぞれ事業者で、不正防止のためということ

で言われましたけども、そういうのを鑑みても使いやすいほうにぜひしていただきたいと思

っています。 

いただきたいと思っていると言うと一般質問になってしまいますので、その辺のところは、

これをつくるに当たってどのようにローリングをしていくような方式で考えられたのか、以

上２点お伺いします。 

○議長（山口昌宏君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

つなぎ給付金についての考え方ですけれども、まずは、この困難の時期に本当に毎日、毎

日困っていらっしゃる事業者の皆様がしっかりと事業を継続していただくという趣旨で国の

持続化給付金までのつなぎということで今回、給付をしたということであります。 

もともとの考え方としては、やはり日本全国困っていますので基本はやっぱり国がやり、
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そして国でできないところは県がやり、そして市がそれの補完をするという考え方が一つあ

ると思いますし、あとは地域の独自性に合わせて、まさに地方創生に近い考え方で独自性に

合わせて市がどんどんやっていくと、大きくはその２つだと思っています。 

今回、つなぎ給付金はやっぱり国がどうしても、給付時期では間に合わないというところ

なので、補完というよりは我々が先手を打ってやったという意味だと思っております。特に、

まずは厳しい事業者の皆様にスピーディーに、まずは支援をするというのが、今回趣旨であ

りました。 

今回の予算は１億以上積んでおりますけれども、そこでまず、足りない部分については、

そこについては、ぜひ我々からも補正予算の追加ということで、今後お願いをしたいと考え

ておりますし、また、５月に入っても大変厳しい状況が続くと思っております。さっきも 50％

以下はどうするのかと。 

私は県から、県がいわゆる持続化給付金では捉えられない、漏れてしまうところは県がや

ると、山口知事が今月言われていましたので、その状況も見ながら、それでもやっぱり県で

も足りないという部分もあれば、そこはスピード感を持ってさらなる対策を打っていきたい

というふうに思っています。 

テイクアウトについても、私のほうにもいろんな意見があります。不正受給の防止という

ところは大事ですけれども、私自身もテイクアウト、きのうも使わせていただきましたけれ

ども、いろんな御意見を踏まえて改善できるところは、これも中でスピード感を持って検討

し、よりよい制度に改善していきたいというふうに思っております。 

テイクアウトも、やっぱりまずはスピード感を持ってやってみようというところはありま

したので、いろいろ御指摘事項もあると思いますので、それをやりながら、スピード感を持

って改善を図ってまいります。 

○議長（山口昌宏君） 

ほかにございませんか。 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

国の基準に従って 50％のところで、つなぎ給付金ということで説明を受けましたけれども。

今、市長の話の中では、国ができないことを県が補完する、県でもできないことを市が補完

していくという考え方ですよね。 

そこでいった場合、２回目の質問のときに言いました、しっかりと線引きをする部分は線

引きを、50％という線引きをされたんですけれども、いろんな声がありますよということも

お伝えしました。 

その中で、この 50％というラインを、きっちりともうそこで守っていくのか。 

話を聞いていたら、声を聞いたときに 40％減、40％減、40％減と来たと。これもかなり苦
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しい状況なんですよね、事業者の方にとっては。その一月だけが 50％だったという事業者も

あるでしょう。 

でも、この線引きで救えない人たちを、例えば 50％きっちりいく考えなのか、それとも、

40％減、40％減、45％減と来た事業者の方にも寄り添うことができるのか、相談に乗ってあ

げることができるのか、そこをお尋ねします。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

給付につきましては、先ほどから申し上げましたとおり、これは一定のルールでございま

す。50％というのは一つの国が定めましたルールでございますので、それに沿ってやってい

きたいと思いますが、状況等については、当然聞き取り等をさせていただきたいと思います。 

また、今、議員が言われているような御相談については、今のところは承っておりません。 

○議長（山口昌宏君） 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

いろいろ補助金があって、出る出る出るという話で情報はいっぱい出ているわけなんです

けども、結局このつなぎ給付金は、いつ手に渡るんですかね。 

○議長（山口昌宏君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

このつなぎ給付金につきましては、専決をお願いしているところでございます。 

既に申し込み等がありまして、早い方につきましては、４月 22 日から給付が始まってお

ります。 

○議長（山口昌宏君） 

ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

質疑をとどめます。 

お諮りいたします。本案は所管の常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は所管の常任委員会付託を省略いたします。 

本案に対する討論を求めます。 

討論ございませんか。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 
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討論をとどめます。 

これより第 42 号議案を採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、第 42 号議案は原案のとおり承認することに決まりまし

た。 

日程第５ 第 43 号議案 

日程第５．第 43 号議案 武雄市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

提出者から補足説明を求めます。山﨑総務部長 

○山﨑総務部長〔登壇〕 

第 43 号議案 武雄市税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 

議案書の３ページをごらんください。 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税政上の措置を講じるため、地方税法等

の一部を改正する法律案が、今通常国会で審議中となっております。 

この地方税法等の一部を改正する法律案では、次の措置を講じることとされております。 

市税全般になりますが、イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルス感

染拡大防止のための措置に起因して、多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況

を踏まえ、市税において、無担保かつ延滞金なしで１年間、徴収猶予を適用できる特例を設

けるものでございます。 

固定資産税につきましては、令和２年２月から 10月までの任意の３カ月間の売上高が 50％

未満の厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却

資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を２分の１またはゼロにするものでござい

ます。 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長として、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、

適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適

用期間を２年延長するものでございます。 

軽自動車税環境性能割につきましては、税率を１％軽減する特例措置の適用期限を６カ月

延長し、令和３年３月 31 日までに取得したものを対象とするものでございます。 

個人の市民税につきましては、文化芸術、スポーツイベント等を中止した主催者に対する

払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人市民税における対応といたしまし

て、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、条例で定めるものについて、個人

市民税の税額控除の対象とするものでございます。 

また、住宅ローン控除につきましては、控除期間 13 年間の特例措置について、所得税に
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おいて新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限の令和２年 12 月 31 日におくれた

場合でも、新築住宅については令和３年 12 月 31 日までに入居すれば特例措置の対象となる

ことなど、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人市民税から控除

できるようにするものでございます。 

今回の条例改正は、この地方税法の改正に伴い、関連する条文の追加及び整備をするもの

でございます。 

以上で第 43 号議案についての補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（山口昌宏君） 

第 43 号議案に対する質疑を開始いたします。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

質疑をとどめます。 

お諮りいたします。本案は所管の常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。よって、本案は所管の常任委員会付託を省略いたします。 

本案に対する討論を求めます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

討論をとどめます。 

これより第 43 号議案を採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、第 43 号議案は原案のとおり承認することに決しました。 

日程第６ 第 44 号議案 

日程第６．第 44 号議案 令和２年度武雄市一般会計補正予算（第５回）を議題といたし

ます。 

提出者から補足説明を求めます。山﨑総務部長 

○山﨑総務部長〔登壇〕 

第 44 号議案 令和２年度武雄市一般会計補正予算（第５回）について補足説明申し上げ

ます。 

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として、国が示した特別定額給付金や

子育て世帯への臨時特別給付金の速やかな支給、医療・福祉施設等や生活困窮者への支援を

行うためのものでございます。 

補正予算書の１ページをごらんください。 
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第１条の歳入歳出予算の補正では、歳入歳出にそれぞれ 50 億 416 万 5,000 円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ 301 億 8,722 万 1,000 円とするものでございます。 

補正予算書の（４）ページをごらんください。 

２款．総務費では、市民１人当たり 10 万円の特別定額給付金の支給に要する経費を計上

しております。 

３款．民生費では、生活資金に困られている世帯への５万円の生活福祉支援金の支給や児

童手当の対象児童１人当たり１万円の子育て世帯への臨時特別給付金の支給に要する経費を

計上しております。 

４款．衛生費では、市内医療機関、介護保険施設、障がい児者施設、保育施設等の予防対

策支援のため、１施設当たり 10 万円の医療・福祉施設等支援金を計上しております。 

予算説明書の（３）ページをごらんください。 

歳入につきましては、国庫支出金及び財政調整基金となっております。 

以上で補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山口昌宏君） 

第 44 号議案に対する質疑を開始いたします。 

質疑通告があっておりますので、まずこれを許可いたします。 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

44 号議案についてお尋ねをいたします。 

歳入に関しては、ほぼ国庫支出金と思います。 

この中で、先ほども、42 号議案の折に説明をいただきましたけれども、今回はこの財政調

整基金を繰り入れの財源に充てられておりますので、この財政調整基金の目的、これをまず

説明をいただきたいのと、歳出で、（４）ページですね、２款２項４目 12 節．委託料のとこ

ろで管理システム構築業務委託料 500 万円、それと口座情報等入力業務委託料 111 万 6,000

円の委託料の業務内容。そして委託をされるので、この選定方法と契約形態。 

次に、３款３項２目 12 節．委託料の臨時特別給付金システム改修業務委託料 16 万 6,000

円、これについても同じく業務内容、そして選定方法、契約形態を伺います。 

３つ目に、速やかな給付ということで、本当に速い支給を考えておられると思いますけれ

ども、申請方法とその給付金の支給方法、そして、最速でどのぐらいの時期で日程を想定さ

れているのか。また、今回の支給の方法は、いろんな方法があると思いますけど、方法につ

いては議論をされたのかお尋ねします。 

○議長（山口昌宏君） 

山﨑総務部長 

○山﨑総務部長〔登壇〕 
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財政調整基金になりますけれども、先ほどからいろいろ議論されていらっしゃると思いま

すけれども、災害等緊急を要するための財源という位置づけは当然ございます。 

ただ、現実的には歳入歳出でバランスをとるための活用ということで使っているという状

況にもあるということで、今回につきましては、その辺を勘案して財政調整基金の活用とい

うことで考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

管理システム構築業務委託料の内容といたしましては、受給者、受給金額、口座情報等な

どの申請した情報を管理し、銀行へ送付する振り込みデータ作成までを行う管理システム構

築に係る業務委託でございます。 

それから、口座情報等入力業務といたしましては、提出されました申請書の情報をシステ

ムに入力する業務でございます。 

選定につきましては、管理システム構築業務委託並びに口座情報等入力業務とも、今後、

杵藤電子計算センターと早急に協議し、契約内容も含めまして検討してまいります。 

○議長（山口昌宏君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

先ほど、基金のところでバランスをということでしたけれども、合併振興基金と財政調整

基金の出し方のバランスという意味合いだったんですか。 

○議長（山口昌宏君） 

山﨑総務部長 

○山﨑総務部長〔登壇〕 

今回につきましては、先ほどからいろいろ企画部長からも説明があっていますけれども、

合併振興基金につきましては市内全体の均衡というところを含めて財源調整を考えておりま

す。 

先ほど議論されておりましたけれども、現実的にはソフト、ハード両方とも基金活用がで

きるという状況になっております。 

今回につきましては、その辺を全体的に勘案して財政調整基金という判断をさせていただ

いております。 

○議長（山口昌宏君） 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

市民からすればいつ来るかというのが関心事と思うんですけれども、結局は、給付は郵送
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も杵藤広域圏の電算をベースに動いて、杵藤地区同時に動いていくのか、武雄市がささっと

動いて先に出る形になるのか、その辺についてお聞きします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

先ほど、池田議員から御質問いただきました給付時期でございますけど、この議会で御承

認をいただけた後に、すぐに封筒印刷、それから申請書の打ち出し等の準備を行いまして、

５月中旬以降に各世帯へ郵送を行います。その後、順次受付を行いまして、給付は５月下旬

を目途に準備を進めているところでございます。 

それから、宮本議員が質問されました件につきましては、杵藤電子計算センターに入って

おります広域圏、すべてほぼ同時に進んでいくと考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

この対象人数ですが、これからいきますと４万 8,700 人、１人当たり１万円。この算定の

基準と起点はいつですか。 

相談もあって、すべてもらえるとやろかと、この起点はいつですか。 

この対象、全部網羅しているんですかね。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

計上いたしております４万 8,700 名につきましては、４月１日段階での実数でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

ほかにございませんか。 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

これはすべての住民、あるいはＤＶの対応で住所を知られたくないと、いろんな状況もあ

ります。 

すべての人をちゃんと網羅されているのかどうかお尋ねします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

４月 27 日に登録されている、住民基本台帳に登録された人数ということでございますけ

ど、予算計上の段階では４月１日付の人数ということです。 
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○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

これはちゃんと幅があって、ちゃんと４月 27 日、４月１日の差がありますけども、いろ

いろ移動かれこれ、または出生されたりいろいろあると思いますが、それは臨機応変という

か、対応できるわけですね。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

先ほども申しましたとおり、４月 27 日付の住民基本台帳に登録されたすべての方を対象

といたします。 

○議長（山口昌宏君） 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

先ほどの件で、杵藤広域圏で動いていくと。 

そして、お支払いするということですけれども、そしたら各議会の動きというんですか、

そこが大切になると思うんですけれども、全部の杵藤地区のこの承認というのはいつごろ終

わるんでしょうか。（発言する者あり） 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

杵藤電子計算センターに加入をされた自治体に適宜対応をするということです。 

○議長（山口昌宏君） 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

杵藤広域圏で電算処理を同時にして動いていくということであるならば、結局ほかの自治

体も一緒に承認をとらんと動けんですよね。 

だから、ほかの自治体の承認の動きはどうでしょうかと言っているだけで、ほかの自治体

は関係ないなら関係ないということでいいんですけども。（発言する者あり） 

○議長（山口昌宏君） 

今のことに対して答弁はいかがですか。（発言する者あり） 

17 番川原議員 

○17番（川原千秋君）〔登壇〕 

１点だけ、お伺いしたいと思います。 
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（４）ページの民生費の中の社会福祉総務費で、生活福祉支援金 750 万円、この内容なん

ですが、今、説明で５万円というのは聞いたんですけど、これは１世帯当たり５万円なのか、

それと、どのような条件があるのか。 

そして、これ支援金ということでございますので、返済はどういうふうになるのか、返済

しなくていいのかどうか。この辺りについてお伺いしたいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 

松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

おはようございます。３款３項．社会福祉費の 18 節の生活福祉支援金５万円ということ

ですけれども、これは、そもそも対象が、社会福祉協議会が実施をしております「緊急の小

口資金」、これは 10 万円ないし 20 万円の範囲内の貸し付けです。 

それと「総合支援資金」、これは失業等に伴う部分の貸し付けで、これは世帯で２人の場

合は 20 万円以内ですね、そして１人世帯であれば 10 万円以内という貸し付け制度になって

おります。 

現在、休業等でこれらの貸し付けを利用されている方が、今現在でも 50 件近くあるとい

う中で、その部分に対して、今回は全額給付ということで提案をしております。 

失業された方が、今後返済の見通しもちょっとわからないというような不安感がある中で、

先ほど言いました 10 万円未満の５万円を限度という考えで給付をしていきたいというふう

に考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

17 番川原議員 

○17番（川原千秋君）〔登壇〕 

そしたら、今回のこの分は、もう返済はしなくていいということですね。 

今まで、社協あたりでやっていたのは、保証人が要る、それから返済ももちろんというこ

とだったんですけど、今回はいいということですね。 

これ、ちょっと私聞き損なったんで、１世帯で５万円までなんですかね。 

○議長（山口昌宏君） 

松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

すみません、先ほどの答弁に紛らわしい点があったかと思います。 

社協の貸し付けについては、償還期限とか据置期間を置いて、原則償還をしていただくと

いうことです。社協の貸し付けについて、その分をうちが補填をするという制度になります。 

世帯ごとということについては、基本――すみません、ちょっと確認させてください。 

○議長（山口昌宏君） 
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ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

失礼しました。 

世帯ということです。 

○議長（山口昌宏君） 

質疑をとどめます。 

お諮りいたします。本案は所管の常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は所管の常任委員会付託を省略いたします。 

本案に対する討論を求めます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

討論をとどめます。 

これより第 44 号議案を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、第 44 号議案は原案のとおり可決されました。 

ここで議事の都合上、暫時休憩をします。 

休   憩    11時９分 

再   開    11時10分 

○議長（山口昌宏君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第７ 第 45 号議案 

日程第７．第 45 号議案 武雄市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

提出者から補足説明を求めます。松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

第 45 号議案 武雄市国民健康保険条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上

げます。 

本日追加提案いたしました議案書その２、１ページになります。 

まず、提案の経過と内容について御説明をいたします。 

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が３月 10 日に決定した「緊急対応策―第２弾
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―」において、国内で感染が拡大し、そのさらなる感染拡大をできるだけ防止するためには、

「休みやすい環境」を整備することが必要であるとし、国民健康保険においても、新型コロ

ナウイルス感染症に感染した被保険者に傷病手当金を支給する内容が盛り込まれ、その支給

に要する経費については、国が緊急的、特例的な措置として、財政支援を行うこととされた

ことから、既に社会保険等の被保険者を対象に傷病手当金を支給している保険制度と合わせ

た改正を行うものでございます。 

対象者は、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者のうち、新型コロナウイル

ス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、療養のため労

務に服することができない方で、支給期間につきましては、労務に服することができなくな

った日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間となります。 

傷病手当金の額は、１日当たり、直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を、その間

の就労日数で除した額の３分の２に相当する額となります。 

施行日につきましては、公布の日からとし、令和２年１月１日から規則で定める日までの

間に、支給を始める傷病手当について適用することとしております。 

この制度につきましては、帰国者・接触者相談センター（杵藤保健福祉事務所）や医療機

関等と早期に連携して周知を図りたいと考え、今臨時会での提案をお願いしているものであ

ります。 

以上で、補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山口昌宏君） 

第 45 号議案に対する質疑を開始します。質疑ございませんか。 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

先ほど給与所得者ということを言われましたけれども、ということは自営業者の事業主は

対象にならないのかをお聞きします。 

○議長（山口昌宏君） 

松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

今回は、給与所得者に限ってということになります。 

自営業者につきましては、厚生労働省の見解でございますけれども、新型コロナウイルス

感染で影響を受ける自営業の方については持続化給付金や他の融資、利子などで資金繰りに

おける別の経済対策が検討されているという観点で除外をされているというのが、国の見解

でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

ほかにございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

質疑をとどめます。 

お諮りいたします。本案は所管の常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は所管の常任委員会付託を省略いたします。 

本案に対する討論を求めます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

討論をとどめます。 

これより第 45 号議案を採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、第 45 号議案は原案のとおり承認することに決しました。 

日程第８ 第 46 号議案 

日程第８．第 46 号議案 令和２年度武雄市国民健康保険特別会計補正予算（第１回）を

議題といたします。 

提出者から補足説明を求めます。松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

第 46 号議案 令和２年度武雄市国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について補足

説明を申し上げます。 

先ほど第 45 号議案 武雄市国民健康保険条例の一部を改正する条例で御説明いたしまし

た「新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、国民健康保険の被保険者に傷病手当金を

支給する」ものでございます。 

補正予算書の１ページをごらんください。 

第１条歳入歳出予算の補正では、歳入歳出にそれぞれ 110 万 6,000 円を追加し、補正後の

総額を 60 億 6,723 万 8,000 円とするものでございます。 

補正予算説明書（４）ページをお願いいたします。 

２款６項１目．傷病手当金を計上しております。国民健康保険の被保険者で、給与所得の

市内最高額相当の方の収入額をもとに１日当たりの支給額を算定し、その額に、就労ができ

ない期間、該当者数の見込み数を乗じた額を計上しております。 

補正予算説明書の（３）ページをお願いいたします。 

歳入につきましては、全額特別交付金となります。 

以上で補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山口昌宏君） 
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第 46 号議案に対する質疑を開始いたします。 

14 番宮本議員 

○14番（宮本栄八君）〔登壇〕 

この傷病手当金というのは医療費のかかった分に対して、その３割負担をするのか、その

手当というそういう規定でお金を払うのか、医療費なのか医療費じゃないのかについてお聞

きします。 

○議長（山口昌宏君） 

松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

傷病手当金につきましては、労務につくことができなかった間の生活保障、生計費に充て

る賃金にかわるものということでございます。 

○議長（山口昌宏君） 

ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

質疑をとどめます。 

お諮りいたします。本案は所管の常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、本案は所管の常任委員会付託を省略いたします。 

本案に対する討論を求めます。 

討論ございませんか。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

討論をとどめます。 

これより第 46 号議案を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、第 46 号議案は原案のとおり可決されました。 

日程第９ 報告第６号 

日程第９．報告第６号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

提出者からの補足説明を求めます。山﨑総務部長 

○山﨑総務部長〔登壇〕 

報告第６号 専決処分の報告について、補足説明申し上げます。 

議案書の５ページをごらんください。 

これは、昨年８月の豪雨災害後の消毒作業時に起きた事故による損害賠償について、市長
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の専決処分事項の指定に係る条例の規定に基づき、令和２年４月 22 日付で専決処分をいたし

ましたので、御報告を申し上げるものでございます。 

事故の概要でございますが、令和元年９月 24 日午後１時 30 分頃、市職員が、豪雨災害対

応として朝日町内の家屋消毒作業を実施した際、噴霧した薬剤が家屋の壁面にかかり、壁面

が変色したもので、損害賠償の額は 57 万 350 円となっております。 

薬剤噴霧時の注意が徹底されていなかったために事故が起きましたことに対しては、深く

おわび申し上げます。 

以上、報告申し上げます。 

○議長（山口昌宏君） 

報告第６号に対する質疑を開始いたします。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

質疑をとどめます。 

本件は、法令に基づき報告されたものでありますので、この程度でとどめたいと思います。 

以上で本臨時会の日程をすべて終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年４月武雄市議会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

閉   会    11時20分 
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以上、会議の次第を記載し、その誤りなきことを証するためここに署名する。 

令和  年  月  日 

 

 武雄市議会 議  長  山 口 昌 宏 

 

         〃   副 議 長  末 藤 正 幸 

 

         〃   議  員  豊 村 貴 司 

 

         〃   議  員  吉 原 新 司 

 

         〃   議  員  吉 川 里 己 

 

       会 議 録 調 製 者  川久保 和 幸 
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